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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成29年3月16日(2017.3.16)

【公表番号】特表2016-526421(P2016-526421A)
【公表日】平成28年9月5日(2016.9.5)
【年通号数】公開・登録公報2016-053
【出願番号】特願2016-522484(P2016-522484)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ  17/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   17/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年2月9日(2017.2.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長さ（６６１）および幅（６７７）と、
　バッグ開口を形成する第１の端、および第２の端を有する人工気腹バッグ首部（６７４
）と、
　前記首部（６６６）の前記第２の端と流体連通している閉じた腔を形成し、前記首部の
長さ（６６４）および幅（６６３）より大きい長さ（６６７）および幅（６７７）を有す
る人工気腹バッグ本体部（６６５）と、
　前記バッグ開口に配置され、前記バッグ開口を開いた状態に向けて付勢するように構成
される環体（６７５）と
　を備え、
　前記バッグの前記長さ（６６１）が、前記バッグが膨張されていないときに３００ｍｍ
から６００ｍｍの間であり、前記バッグの最大幅（６７７）が、前記バッグが膨張されて
いないときに２００ｍｍから５００ｍｍの間であり、前記首部（６６６）が、前記バッグ
が膨張されていないときに１００ｍｍから３００ｍｍの間の長さ（６６４）を有し、
　前記首部が、前記開いた状態であるときに１００ｍｍから２２０ｍｍの間の直径を有す
る、膨張可能人工気腹バッグ。
【請求項２】
　前記バッグが膨張されているとき、前記本体部（６６５）の幅で広がる断面が長円形を
含む、請求項１に記載の膨張可能人工気腹バッグ。
【請求項３】
　互いと垂直である２つの平面（６６８、６６９）の周りで対称である、請求項１または
２に記載の膨張可能人工気腹バッグ。
【請求項４】
　前記首部（６６６）が、前記バッグの長さ方向軸と平行に延びる縁を含む、請求項１か
ら３のいずれか一項に記載の膨張可能人工気腹バッグ。
【請求項５】
　前記環体（８７５）が、形状記憶材料から形成されると共に前記首部において輪体を通
じて受け入れられる、請求項１から４のいずれか一項に記載の膨張可能人工気腹バッグ。
【請求項６】
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　気腹バッグを形成するために結合された縁同士を有する第１の平面シート部および第２
の平面シート部を備える、請求項１から５のいずれか一項に記載の膨張可能人工気腹バッ
グ。
【請求項７】
　前記近位開口にカフ（８１１）を備え、前記カフ（８１１）が、前記バッグの送達およ
び回収のための閉じた構成と、組織を受け入れるための開いた構成とを有し、前記カフ（
８１１）が、前記カフ（８１１）の周りで延びる前記環体（８１５）によって、前記開い
た構成へと付勢される、請求項１から６のいずれか一項に記載の膨張可能人工気腹バッグ
。
【請求項８】
　前記カフ（８１１）が、前記バッグの前記本体部（８１０）の材料より硬い材料のもの
である、請求項７に記載のバッグ。
【請求項９】
　首領域（８１２）が前記カフ（８１１）より柔軟である、請求項７または８に記載のバ
ッグ。
【請求項１０】
　前記カフ（８１１）が、２ｃｍから２０ｃｍの間の距離、２ｃｍから１０ｃｍの間の距
離で延びる、または、前記カフが約５ｃｍの距離で延びる、請求項７から９のいずれか一
項に記載のバッグ。
【請求項１１】
　前記環体（８１１）が、ニチノールなどの形状記憶材料のものである、請求項１から１
０のいずれか一項に記載のバッグ。
【請求項１２】
　前記カフ（８１１）から近位へと延び、前記環体（８１５）に装着され得るテザー（８
０９）を備える、請求項７から１１のいずれか一項に記載のバッグ。
【請求項１３】
　前記カフ（８１１）が、前記バッグを掴むときに使用するためのタブ（８１６、８１７
）を備える、請求項７から１２のいずれか一項に記載のバッグ。
【請求項１４】
　前記カフ（８１１）の両側に配置されるタブ（８１６、８１７）を備える、請求項１３
に記載のバッグ。
【請求項１５】
　前記タブ（８１６、８１７）または各々のタブ（８１６、８１７）が、前記バッグの好
ましい配向を指示するための指標を備える、請求項１３または１４に記載のバッグ。
【請求項１６】
　切開または開口を通じた挿入のための縮小された大きさへと折り畳み可能であるように
構成される、請求項１から１５のいずれか一項に記載のバッグ。
【請求項１７】
　前記バッグがポートを備える、請求項１から１６のいずれか一項に記載のバッグ。
【請求項１８】
　前記ポートが出口ポートである、および／または、前記ポートが入口ポートである、請
求項１７に記載のバッグ。
【請求項１９】
　前記ポートが弁を備え、前記弁がチョーク弁またはカフ弁を備え得る、請求項１７また
は１８に記載のバッグ。
【請求項２０】
　請求項１から１９のいずれか一項に記載の前記バッグと、前記バッグを挿入構成で収容
するための導入器（８０１）とを備えるシステム。
【請求項２１】
　前記導入器（８０１）が、切開および／またはアクセスポートを通じて少なくとも一部
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挿入可能であるように構成される、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　挿入すると前記バッグを前記導入器（８０１）から送達するための作動装置（８０２）
を備える、請求項２１または２２に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記作動装置がタブを備える、または、前記作動装置がプランジャを備える、請求項２
２に記載のシステム。
【請求項２４】
　請求項１から１９のいずれか一項に記載のバッグと、開創器（８８０）とを備える、腹
腔鏡手術で使用するための装置。
【請求項２５】
　アクセスポート（８６０）をさらに備える、請求項２４に記載の装置。
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